
県立西はりま特別支援学校 グラウンド等芝生管理作業委託仕様書 

 

この仕様書は作業内容を記載しており、仕様書に記載されていない事項であっても、芝生管

理上必要と認められる作業については、契約金額の範囲で実施すること。なお、作業員及び必

要な器具、器械を配置すること。 

（全般的事項） 

１ 受託者は、作業の完成について財政上及び法律上のすべての責任を負うものとする。 

２ 受託者は、作業に従事する作業員に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を

負うものとする。 

３ 受託者は、作業に従事する作業員を指揮監督するものとする。 

（使用材料等） 

４ この作業に使用する器具、機械及び薬品、その他の材料等はすべて受託者の負担とし、品

質良好であり、あらかじめ検査に合格したものを使用しなければならない。 

５ 関係法令・メーカー等の定める仕様安全基準及び使用方法を遵守し、芝生の状態に応じた

最適な薬剤を提供すること。 

（作業内容） 

６ 作業内容は、次のとおりとする。 

（１） 目土入れ、エアレーション、サッチング、芝清掃（スイーパー） １回／年 

グラウンド、中庭及び前庭 （別図３、約５，４００㎡） 

目砂散布機、スイーパー等それぞれの工程を専用機械で施工のこと。車両の乗

り入れは不可。 

（２） 除草剤散布 ３回／年 

グラウンド、中庭、プール及び校舎前庭（別図１、約８，０００㎡） 

機械散布のこと。 

薬剤及びその数量は、原則として次のとおりとする。ただし、芝生の状態に応

じて双方協議の上、普通物の範囲内で変更することができる。 

⚫ ディクトラン乳剤 ０．０４ｍℓ/㎡ 

⚫ ターザインプロＤＦ ０．０５g/㎡ 

⚫ ブラスコンＭ液剤 ０．５ｍℓ /㎡ 

⚫ シバゲン ０．０２g/㎡ 

（３） 殺虫・殺菌剤散布 １回／年 

グラウンド、中庭（別図２、約５，０００㎡） 

機械散布のこと。 

薬剤及びその数量は、原則として次のとおりとする。ただし、芝生の状態に応

じて双方協議の上、普通物の範囲内で変更することができる。 

⚫ グラステン水和剤５００倍希釈 １ℓ/㎡ 

⚫ カルホス乳剤１，０００倍希釈 １ℓ/㎡ 

（４） 芝生施肥 １回／年 

グラウンド、中庭及び前庭 （別図３、約５，４００㎡） 

機械散布のこと。 

使用する肥料等及びその数量は、原則として次のとおりとする。ただし、芝生

の状態に応じて双方協議の上変更することができる。 

⚫ 土壌改良剤テンポロン ５００ｇ/㎡ 



⚫ 緩効性肥料オールグリーン １００ｇ/㎡ 

（５） レーン管理 １回／年 9 月上旬 

グラウンド１５０ｍトラック 

エッジカット等を行った後、ローラー転圧を行う。 

（６） その他管理（状態観察） 随時 

７ 作業内容は、芝生の状態に応じて実施回数等、双方協議の上変更できるものとする。 

（提出書類） 

８ 受託者は、作業実施にあたっては、現場熟知の上、この仕様書に基づき実施方法をあ

らかじめ定め、作業実施計画書を提出するものとする。 

９ 受託者は、それぞれの作業完了後、作業報告書（除草剤・肥料等を使用した時は、品

名・使用量が確認できる書類）及び写真を提出すること。 

（その他） 

１０ 作業で発生した雑草ごみ等は、受託者で適正に処分すること。 

１１ 作業時期は、芝生の状態に応じて受託者が提案するものとし、実施日は、天候及び学

校行事を考慮の上、学校担当者と打ち合わせること。 

１２ 運動会を予定している 10 月はじめに、グラウンドの芝生が良好な状態となるよう特に

配慮すること。 
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